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令和 6(2024)年度退職金等に関する実態調査の報告について

本調査は、当財団の定款第 4 条第 1 項第 2 号の規定に基づき、学校法人が支給する退職金

の適正な水準を確立するために必要な調査及び研究として、全ての維持会員を対象に実施

しました。平成 16(2004)年度から毎年度実施し、今年度で 21 年目となりました。

各維持会員におかれては、業務ご多忙の中にもかかわらず、例年と同じく全ての

維持会員（587 会員）からご回答をいただきました。私立大学等における退職金制度等

の実態や動向を把握する上での貴重な情報となりました。

維持会員の皆様には、調査にご協力いただき、厚く御礼申し上げます。

今年度の調査は、継続して調査を行っている項目を中心に調査事項を設け、令和3（2021）

年度から引き続き、法改正により事業主に対し 70 歳までの就業機会を確保する努力義務

が課せられたことを受け、「高年齢者就業確保措置」についてお伺いしました。

また、昨今の民間企業や公務員等の賃上げの流れを受け、「給与等の見直し状況につい

て」を新たにお伺いしました。併せて、例年お伺いしている退職金算定基礎額につきまし

ては、給与連動型としていないケースを想定して、回答項目を追加しました。

調査結果の集計に当たっては、「教員と職員」に区分するとともに、質問項目、内容に

より「大学法人と短大法人等」に区分しています。大学法人については、医学部又は

歯学部を設置している法人と、それ以外の法人とに区分しています。

また、一部の質問項目については、地域や入学定員規模別に示しています。さらに、

過去の調査結果（令和元年度）を表示し、比較いただけるようにしています。

なお、本調査報告書につきましては、昨年度より電子ファイル（PDF 形式）のみに

より報告をさせていただいております。

維持会員をはじめ、学校法人等の関係者の皆様には、本調査報告書をご参考、ご活用い

ただければ幸いです。

令和 7（2025）年 1 月
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調査の概要

○ 調査目的

定款第４条第１項第 2 号に定める調査及び研究並びに退職資金交付事業の改善・充実

（参考）公益財団法人私立大学退職金財団 定款（抜粋）

第 4 条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

（１） 省略

（２） 学校法人が支給する退職金の適正な水準を確立するために必要な調査及び研究

○ 調査要領

【 調 査 対 象 】 私立大学退職金財団の維持会員である学校法人

【 調 査 対 象 数 】 587 会員（令和 6(2024)年 10 月 11 日時点での全維持会員）

【 調 査 期 間 】 令和 6 年 9 月 6 日～10 月 11 日

【 調 査 項 目 】 58 ページ参照

【 調 査 方 法 】 インターネット

【 回 答 率 】 100％

【 集 計 単 位 】 維持会員数（ただし、Q1 については教職員数）
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調査結果における用語及び表示・区分

○ 用語について

（１）「維持会員」とは、私立の大学、短期大学、高等専門学校を設置する学校法人で、当財団に加入し

ている学校法人を指す。本文中、グラフ及び表では「会員」と表記する。

（２）「大学法人」とは、調査回答において「大学、大学院大学、専門職大学を設置している」とした学

校法人とする。その中で、医学部及び歯学部を設置していない大学法人を「大学法人（医歯を除く）」

と表記し、医学部又は歯学部を設置している大学法人を「大学法人（医歯）」と表記する。

また、「短大法人等」とは、調査回答において「短期大学、高等専門学校を設置している（大学、

大学院大学、専門職大学を設置していない）」とした学校法人とする。

（３）「教員」、「職員」とは、学校法人が大学、短期大学、高等専門学校、法人本部に所属する教員又は

職員として任用している者を指す。また「教職員」とは、教員と職員の双方を指す。

（４）「退職金」とは、退職金支給規程等に基づき、教職員の退職時に一括して支払う退職一時金（金銭）

を指す。

（５）「退職給与引当金」（Q２）とは、学校法人の教職員への退職金支給に必要となる債務に対して、会

計基準に従って貸借対照表の負債の部に計上した引当金（表示科目）を指す。

（６）「退職給与引当特定資産」（Q2）とは、維持会員の令和 5(2023)年度決算における貸借対照表に

記載されている退職給与引当金に対応した退職給与引当特定資産（退職給与引当特定預金等で退職

金支給に限定されている資産全体）を指す。

（７）「ポイント制」（Q7）とは、業績・成果・貢献度・勤続年数などの評価要素を点数化したものを教

職員が退職するまで一定期間ごとに付与し、退職時にそれまで付与された累積点数に 1 点当たりの

単価を乗じて得られた金額を退職金額とする制度を指す。

○ 表示・区分について

（１）表及びグラフ中の構成割合（パーセント）は、小数第２位を四捨五入しており、その合計は必ず

しも 100%になるとは限らない。また、「100％」と「０％」は、小数点以下を表記していない。

（２）グラフ中の数値は、原則として、その中で回答割合が大きいものを表記している（他の区分との

比較等のため、表記することが適当であると判断したものについては、回答割合が小さくても表記

している。）。
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（３）維持会員の規模区分（入学定員数）については、維持会員基本事項において回答いただいた入学

定員数により、次のとおり区分している。

（４）「Q3 定年年齢」において集計している地域区分（16 ページ）については、「令和 5 年度文部科学

大臣所轄学校法人一覧（文部科学省 Web サイト）」の法人所在地により、次のとおり区分している。

入学定員数 大学法人 短大法人等 合 計

100人未満 23 17 40

（100人以上）200人未満 36 39 75

（200人以上）300人未満 65 18 83

（300人以上）400人未満 69 8 77

（400人以上）500人未満 39 3 42

（500人以上）600人未満 45 45

（600人以上）800人未満 56 56

（800人以上）1,000人未満 27 27

（1,000人以上）1,500人未満 45 45

（1,500人以上）3,000人未満 65 65

3,000人以上 32 32

合 計 502 85 587

地域区分 会員数

北海道 北海道 23

東 北 青森 岩手 宮城 秋田 山形 福島 33

北関東 茨城 栃木 群馬 17

南関東 埼玉 千葉 神奈川 54

東 京 東京 144

甲信越 新潟 山梨 長野 24

北 陸 富山 石川 福井 10

東 海 岐阜 静岡 愛知 三重 63

京都・大阪 京都 大阪 76

近 畿 滋賀 兵庫 奈良 和歌山 41

中 国 鳥取 島根 岡山 広島 山口 30

四 国 徳島 香川 愛媛 高知 13

九州・沖縄 福岡 佐賀 長崎 熊本 大分 宮崎 鹿児島 沖縄 59

該当都道府県
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令和 6(2024)年度退職金等に関する実態調査

調 査 結 果
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Q１ 教職員の当財団への登録状況

維持会員である学校法人に勤務する教職員のうち、各学校法人の退職金支給規程等に

基づいて退職金の支給対象となる教職員（大学、短期大学、高等専門学校、法人本部に所属す

る者で、休職者を含む。高校以下に所属する者は除く。）の人数は、令和 6(2024)年 5 月 1

日現在 202,425 人。

このうち、当財団に登録している教職員数は131,366 人だった。

表 Q1 教職員の当財団への登録状況

人 数 登録割合 人 数 登録割合 人 数 登録割合

退職金支給対象者数 57,789 39,036 96,825

財団登録者数 55,024 36,564 91,588

退職金支給対象者数 29,912 73,208 103,120

財団登録者数 20,935 16,522 37,457

退職金支給対象者数 1,382 1,098 2,480

財団登録者数 1,321 1,000 2,321

退職金支給対象者数 89,083 113,342 202,425

財団登録者数 77,280 54,086 131,366

職 員 教職員合計

64.9%

93.6%

36.3%

94.6%

47.7%

91.1%

22.6%

93.7%

区 分

大学法人
（医歯を除く）

大学法人
（医歯）

短大法人等

合 計

教 員

86.8%

95.6%

70.0%

95.2%

グラフ Q1 教職員の当財団への登録状況（教職員の人数）

財団に登録
していない人数

71,059 人

（35.1％） 財団登録人数

131,366 人

（64.9％）

（注）「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」（平成 30 年法律第 71 号）の施行に伴い、非正規職員を退職金支

給の対象とした場合、当該非正規職員は退職金を支給する対象となる教職員から除外している。

退職金支給の対象となる

教 職 員 数

202,425 人

令和6（2024）年度　退職金等に関する実態調査報告書
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Q２ 退職給与引当金に対する退職給与引当特定資産の保有割合

令和 5(2023)年度決算における退職給与引当金に対する退職給与引当特定資産の保有割

合は、100％以上保有している会員は 180 会員（30.7%）で、昨年度より 10 会員増加し

た。

保有していない会員は、129 会員（22.0%）で、昨年度より 1 会員減少した。

入学定員規模が 200 人未満の会員では、約 5 割の会員が保有割合 25%未満で、約 4 割の

会員が保有していないとの回答だった。また、100 人未満の会員では保有していない会員

が 4 割を超えている。

一方で、3,000 人以上の会員では 100%以上保有している会員が 4 割を超えている。

グラフ Q2-1 退職給与引当特定資産の保有割合（会員数の割合）

グラフ Q2-2 学校法人種別ごとの退職給与引当特定資産の保有割合（会員数の割合）

0% 20% 40% 60% 80% 100%

大学法人

（医歯を除く）

大学法人

（医歯）

短大法人等

100%超 100% 75%以上 50%以上 25%以上 25%未満 保有していない

0% 20% 40% 60% 80% 100%

維持会員

全体

100%超 100% 75%以上 50%以上 25%以上 25%未満 保有していない

15.8% 20.9%

31.8%

14.8% 22.0%9.0% 12.6% 9.0%

30.7%

21.6%

22.4%

17.6%

18.8%

35.3%

10.9%

13.9%

14.7%

14.1%
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表 Q2 退職給与引当特定資産の保有割合

（参考）令和元(2019)年度調査結果

保有割合

100%超 45 (9.6%) 1 (2.9%) 7 (8.2%) 53 (9.0%)

100% 105 (22.4%) 6 (17.6%) 16 (18.8%) 127 (21.6%)

75%以上 74 (15.8%) 3 (8.8%) 10 (11.8%) 87 (14.8%)

50%以上 65 (13.9%) 3 (8.8%) 6 (7.1%) 74 (12.6%)

25％以上 41 (8.8%) 5 (14.7%) 7 (8.2%) 53 (9.0%)

25％未満 40 (8.5%) 12 (35.3%) 12 (14.1%) 64 (10.9%)

保有していない 98 (20.9%) 4 (11.8%) 27 (31.8%) 129 (22.0%)

合 計 468 (100%) 34 (100%) 85 (100%) 587 (100%)

令和6(2024)年度
大学法人

（医歯を除く）
大学法人
（医歯） 短大法人等 合 計

保有割合

100%超 38 (8.2%) 2 (5.9%) 12 (12.2%) 52 (8.7%)

100% 95 (20.4%) 6 (17.6%) 14 (14.3%) 115 (19.3%)

75%以上 83 (17.8%) 1 (2.9%) 20 (20.4%) 104 (17.4%)

50%以上 64 (13.8%) 4 (11.8%) 4 (4.1%) 72 (12.1%)

25％以上 50 (10.8%) 6 (17.6%) 8 (8.2%) 64 (10.7%)

25％未満 43 (9.2%) 11 (32.4%) 10 (10.2%) 64 (10.7%)

保有していない 92 (19.8%) 4 (11.8%) 30 (30.6%) 126 (21.1%)

合 計 465 (100%) 34 (100%) 98 (100%) 597 (100%)

合 計大学法人
（医歯を除く）

大学法人
（医歯） 短大法人等

9
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グラフ Q2-3 入学定員規模別の退職給与引当特定資産の保有割合（会員数の割合）

0% 20% 40% 60% 80% 100%

100人未満

200人未満

300人未満

400人未満

500人未満

600人未満

800人未満

1,000人未満

1,500人未満

3,000人未満

3,000人以上

100%超 100% 75%以上 50%以上 25%以上 25%未満 保有していない

45.0%

39.5%

33.7%

24.7%

19.5%

24.6%

33.3%

16.1%

21.9%

20.0%

17.1%

19.5%

15.7%

21.4%

22.2%

35.4%

40.6%

29.6%

17.8%

15.6%

18.5%

26.8%

17.8%

18.2%

17.8%

18.8%

17.1%

13.2%

15.0%

15.7%

15.6% 15.6%
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Q３ 定年年齢

教職員の定年年齢は、維持会員全体で見ると、教員では「65 歳」が 363 会員（61.8%）で

最も多く、次いで多いのが「70 歳」の 65 会員（11.1%）だった。職員では「60 歳」が

273 会員（46.5%）で最も多く、次いで「65 歳」で 225 会員（38.3%）だった。また、

職員では、60.5%の維持会員（355 会員）が 64 歳以下だった。

5 年前（令和元年度）の割合と比較すると、教員では「60 歳」と「70 歳」がやや減少し、

「61~64 歳」がやや増加している。職員では「60 歳」と「63 歳」が減少し、「61 歳」と

「65 歳」が増加している。

入学定員規模別で見ると、教職員ともに規模の大きい会員が、高い定年年齢の割合が多い

傾向にあった。

グラフ Q３-1 定年年齢（会員数の割合）

0% 20% 40% 60% 80% 100%

教員

職員

60歳 61歳 62歳 63歳 64歳 65歳 66歳 67歳 68歳 69歳 70歳 71歳以上

61.8%

46.5% 38.3%

（注）教員では「69 歳」と回答した会員、職員では「69 歳」、「71 歳以上」と 回答した
会員はなかった。

11.1%

60.5%

(64 歳以下)

9.5%
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グラフ Q３-2 学校法人種別ごとの定年年齢（会員数の割合）

0% 20% 40% 60% 80% 100%

大学法人（医歯を除く）

大学法人（医歯）

短大法人等

大学法人（医歯を除く）

大学法人（医歯）

短大法人等

60歳 61歳 62歳 63歳 64歳 65歳 66歳 67歳 68歳 69歳 70歳 71歳以上

42.7%

64.5%

30.6%

55.9%

22.4%65.9%

42.1%

13.0%

14.7%

49.4%

50.0% 14.7% 26.5%

教

員

職

員
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表 Q３ 定年年齢

【 教 員 】

60歳 25 (5.3%) 5 (14.7%) 26 (30.6%) 56 (9.5%)

61歳 1 (0.2%) 1 (2.9%) 0 (0%) 2 (0.3%)

62歳 3 (0.6%) 1 (2.9%) 2 (2.4%) 6 (1.0%)

63歳 15 (3.2%) 4 (11.8%) 9 (10.6%) 28 (4.8%)

64歳 2 (0.4%) 0 (0%) 1 (1.2%) 3 (0.5%)

65歳 302 (64.5%) 19 (55.9%) 42 (49.4%) 363 (61.8%)

66歳 3 (0.6%) 1 (2.9%) 1 (1.2%) 5 (0.9%)

67歳 23 (4.9%) 2 (5.9%) 0 (0%) 25 (4.3%)

68歳 32 (6.8%) 0 (0%) 1 (1.2%) 33 (5.6%)

69歳 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)

70歳 61 (13.0%) 1 (2.9%) 3 (3.5%) 65 (11.1%)

71歳以上 1 (0.2%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (0.2%)

合 計 468 (100%) 34 (100%) 85 (100%) 587 (100%)

定年年齢
令和6(2024)年度

大学法人
（医歯を除く）

大学法人
（医歯） 短大法人等 合 計

60歳 200 (42.7%) 17 (50.0%) 56 (65.9%) 273 (46.5%)

61歳 9 (1.9%) 1 (2.9%) 0 (0%) 10 (1.7%)

62歳 24 (5.1%) 1 (2.9%) 5 (5.9%) 30 (5.1%)

63歳 31 (6.6%) 5 (14.7%) 2 (2.4%) 38 (6.5%)

64歳 4 (0.9%) 0 (0%) 0 (0%) 4 (0.7%)

65歳 197 (42.1%) 9 (26.5%) 19 (22.4%) 225 (38.3%)

66歳 2 (0.4%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (0.3%)

67歳 1 (0.2%) 1 (2.9%) 0 (0%) 2 (0.3%)

68歳 0 (0%) 0 (0%) 1 (1.2%) 1 (0.2%)

69歳 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)

70歳 0 (0%) 0 (0%) 2 (2.4%) 2 (0.3%)

71歳以上 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)

合 計 468 (100%) 34 (100%) 85 (100%) 587 (100%)

定年年齢
令和6(2024)年度

大学法人
（医歯を除く）

大学法人
（医歯） 短大法人等 合 計

【 職 員 】
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（参考）令和元(2019)年度調査結果

【 教 員 】

【 職 員 】

定年年齢

60歳 29 (6.2%) 6 (17.6%) 27 (27.6%) 62 (10.4%)

61歳 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)

62歳 1 (0.2%) 1 (2.9%) 1 (1.0%) 3 (0.5%)

63歳 15 (3.2%) 3 (8.8%) 9 (9.2%) 27 (4.5%)

64歳 3 (0.6%) 0 (0%) 1 (1.0%) 4 (0.7%)

65歳 292 (62.8%) 19 (55.9%) 54 (55.1%) 365 (61.1%)

66歳 3 (0.6%) 1 (2.9%) 0 (0%) 4 (0.7%)

67歳 23 (4.9%) 2 (5.9%) 1 (1.0%) 26 (4.4%)

68歳 33 (7.1%) 0 (0%) 1 (1.0%) 34 (5.7%)

69歳 1 (0.2%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (0.2%)

70歳 64 (13.8%) 2 (5.9%) 4 (4.1%) 70 (11.7%)

71歳以上 1 (0.2%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (0.2%)

合 計 465 (100%) 34 (100%) 98 (100%) 597 (100%)

大学法人
（医歯を除く）

大学法人
（医歯） 短大法人等 合 計

定年年齢

60歳 211 (45.4%) 17 (50.0%) 62 (63.3%) 290 (48.6%)

61歳 4 (0.9%) 0 (0%) 0 (0%) 4 (0.7%)

62歳 22 (4.7%) 1 (2.9%) 4 (4.1%) 27 (4.5%)

63歳 34 (7.3%) 6 (17.6%) 4 (4.1%) 44 (7.4%)

64歳 4 (0.9%) 0 (0%) 0 (0%) 4 (0.7%)

65歳 186 (40.0%) 9 (26.5%) 24 (24.5%) 219 (36.7%)

66歳 2 (0.4%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (0.3%)

67歳 1 (0.2%) 1 (2.9%) 1 (1.0%) 3 (0.5%)

68歳 0 (0%) 0 (0%) 1 (1.0%) 1 (0.2%)

69歳 1 (0.2%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (0.2%)

70歳 0 (0%) 0 (0%) 2 (2.0%) 2 (0.3%)

71歳以上 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)

合 計 465 (100%) 34 (100%) 98 (100%) 597 (100%)

大学法人
（医歯を除く）

大学法人
（医歯） 短大法人等 合 計
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グラフ Q３-3 入学定員規模別の教職員の定年年齢（会員数の割合）

0% 50% 100%

100人未満

200人未満
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3,000人以上

60歳 61~64歳 65歳
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0% 50% 100%

100人未満

200人未満

300人未満

400人未満

500人未満

600人未満

800人未満

1,000人未満

1,500人未満

3,000人未満

3,000人以上
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66~69歳 70歳以上
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52.5%
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65.1%

71.4%

61.0%

62.2%

71.4%

66.7%

53.3%

52.3%

50.0%

62.5%

60.5%

50.6% 34.9%

41.6% 40.3%

53.7%

48.9%

50.0% 39.3%

44.4% 29.6%

35.6% 46.7%

32.3% 52.3%

65.6%

30.0%

37.8%

【 職 員 】

27.6%

24.6%

28.1%

22.2%

15

令和6（2024）年度　退職金等に関する実態調査報告書



グラフ Q３-4 地域別の定年年齢（会員数の割合）

0% 50% 100%
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60歳 61~64歳 65歳

66~69歳 70歳以上
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大学法人
（医歯を除く）

大学法人
（医歯）

短大法人等

教

員

大学法人
（医歯を除く）

大学法人
（医歯）

短大法人等

職

員

Q４（１）定年退職後の継続雇用制度

定年退職後の継続雇用制度は、継続雇用期間を退職金の支給対象としている・していない

を合わせ、制度を設けている会員が教員で 386 会員（65.8%）、職員で 442 会員（75.3%）

だった。継続雇用制度を設けていない会員は、教員で 181 会員（30.8%）、職員で 128 会員

（21.8%）だった。

なお、「その他」の回答には、「実情に応じ学校が必要と認める者を個別契約で雇用する

ことがある」などの回答があった。

グラフ Q４(1)-1 定年退職後の継続雇用制度（会員数の割合）

グラフ Q４(1)-2 学校法人種別ごとの定年退職後の継続雇用制度（会員数の割合）

0% 20% 40% 60% 80% 100%

継続雇用制度なし その他

0% 20% 40% 60% 80% 100%

教員

職員

継続雇用制度あり… 継続雇用制度あり… 継続雇用制度なし その他

76.5%

24.8%

50.0%

62.4%

20.6%

22.4%

17.6%

34.0%

56.5%21.2%

61.3%

85.3%

継続雇用制度あり
退職金の支給対象

継続雇用制度あり
退職金の支給対象外

52.5% 30.8%

62.9% 21.8%

65.8%

75.3%

13.3%

12.4%

継続雇用制度あり
退職金の支給対象

継続雇用制度あり
退職金の支給対象外
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表 Q４(1) 定年退職後の継続雇用制度

【 教 員 】

【 職 員 】

区 分

継続雇用制度あり
退職金の支給対象 60 (12.8%) 0 (0%) 18 (21.2%) 78 (13.3%)

継続雇用制度あり
退職金の支給対象外 234 (50.0%) 26 (76.5%) 48 (56.5%) 308 (52.5%)

継続雇用制度なし 159 (34.0%) 7 (20.6%) 15 (17.6%) 181 (30.8%)

その他 15 (3.2%) 1 (2.9%) 4 (4.7%) 20 (3.4%)

合 計 468 (100%) 34 (100%) 85 (100%) 587 (100%)

大学法人
（医歯を除く）

大学法人
（医歯） 短大法人等 合計

区 分

継続雇用制度あり
退職金の支給対象 54 (11.5%) 0 (0%) 19 (22.4%) 73 (12.4%)

継続雇用制度あり
退職金の支給対象外 287 (61.3%) 29 (85.3%) 53 (62.4%) 369 (62.9%)

継続雇用制度なし 116 (24.8%) 4 (11.8%) 8 (9.4%) 128 (21.8%)

その他 11 (2.4%) 1 (2.9%) 5 (5.9%) 17 (2.9%)

合 計 468 (100%) 34 (100%) 85 (100%) 587 (100%)

大学法人
（医歯を除く）

大学法人
（医歯） 短大法人等 合計
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グラフ Q４(1)-3 定年年齢別の継続雇用制度（会員数の割合）

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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20.0%

25.6%
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Q４（２）継続雇用制度適用者に対する退職金

Q4（１）で、「継続雇用制度を設けている（退職金の支給対象としている）」と回答され

た会員（教員 78 会員、職員 73 会員）のうち、「採用から継続雇用期間の終了まで通算した

在職期間による支給率を適用し、退職金を支給」とする会員は、教員で 17 会員（21.8%）、

職員で 13 会員（17.8%）だった。

また、「継続雇用期間は在職期間を通算しない」とする会員は、教員で 55 会員（70.5%）、

職員で 54 会員（74.0%）だった。

なお、「その他」の回答には、「個人ごとに異なる」、「通常の算定方法による支給額の半分

を支給する」などの回答があった。

表 Q４(2) 継続雇用制度適用者に対する退職金

17 (21.8%) 13 (17.8%)

55 (70.5%) 54 (74.0%)

継続雇用期間による支給率を適用し、退職金を別途支給 48 (61.5%) 48 (65.8%)

継続雇用期間に応じた定額の退職金を別途支給 7 (9.0%) 5 (6.8%)

役割や勤務成績等を勘案し、個人別に異なる定額の退職金を別途支給 0 (0%) 1 (1.4%)

6 (7.7%) 6 (8.2%)

78 (100%) 73 (100%)

区 分 教員 職員

採用から継続雇用期間の終了まで通算した在職期間による
支給率を適用し、退職金を支給

在職期間を通算しない

その他

合 計
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大学法人
（医歯を除く）

大学法人
（医歯）

短大法人等

教

員

大学法人
（医歯を除く）

大学法人
（医歯）

短大法人等

職

員

Q４（３）継続雇用制度の種類

Q4（１）で、継続雇用期間を退職金の支給対象としている・していないを合わせ、継続

雇用制度を設けているとした会員（教員 386 会員、職員 442 会員）のうち、「勤務延長制

度」を設けている会員は、教員で 21 会員（5.4%）、職員で 16 会員（3.6%）だった。

一方、「再雇用制度」を設けている会員は、教員で 344 会員（89.1%）、職員で 405 会員

（91.6%）だった。

「勤務延長制度と再雇用制度の併用」とした会員の各制度の適用要件は、「職位によって

異なる」「本人との協議による」「理事会の判断による」などの回答があった。

グラフ Q４(3)-1 継続雇用制度の種類（会員数の割合）

グラフ Q４(3)-2 学校法人種別ごとの継続雇用制度の種類（会員数の割合）

0% 20% 40% 60% 80% 100%

勤務延長制度 再雇用制度 併用

87.4%

96.2%

93.9%

91.2%

96.6%

91.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

教員

職員

勤務延長制度 再雇用制度 併用

89.1%

91.6%
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表 Q４(3) 継続雇用制度の種類

【 教 員 】

【 職 員 】

区 分

勤務延長制度 19 (6.5%) 0 (0%) 2 (3.0%) 21 (5.4%)

再雇用制度 257 (87.4%) 25 (96.2%) 62 (93.9%) 344 (89.1%)

勤務延長制度と
再雇用制度の併用 18 (6.1%) 1 (3.8%) 2 (3.0%) 21 (5.4%)

合 計 294 (100%) 26 (100%) 66 (100%) 386 (100%)

大学法人
（医歯） 短大法人等 合計大学法人

（医歯を除く）

区 分

勤務延長制度 13 (3.8%) 0 (0%) 3 (4.2%) 16 (3.6%)

再雇用制度 311 (91.2%) 28 (96.6%) 66 (91.7%) 405 (91.6%)

勤務延長制度と
再雇用制度の併用 17 (5.0%) 1 (3.4%) 3 (4.2%) 21 (4.8%)

合 計 341 (100%) 29 (100%) 72 (100%) 442 (100%)

大学法人
（医歯を除く）

大学法人
（医歯） 短大法人等 合計

22



Q５ 高年齢者就業確保措置の対応状況

「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」の改正を受けて、70 歳までの就業確保措置

としての制度改正の実施又は検討状況、制度改正の具体的な内容、検討内容を調査した。

制度改正の実施又は検討状況については、教職員ともに「検討していない」との回答が多く、

教員では 269 会員（45.8%）、職員では 316 会員（53.8%）だった。次いで多かったのは

「検討中（検討予定）」で、教員では 184 会員（31.3%）、職員では 223 会員（38.0%）

だった。

「制度を改正した」とした会員からは、「再雇用制度を導入した」や「再雇用制度を改正

し対象を 70 歳までとした」などの回答を得た。

「検討中（検討予定）」の会員は、教職員ともに「現時点では方向性が決まっていない」

とする会員が多く、教員では 122 会員（66.3%）、職員では 152 会員（68.2%）であった

が、「継続雇用制度の導入」とした会員が教員では 45 会員（24.5%）、職員では 51 会員

（22.9%）であった。

グラフ Q5(1)-1 就業確保措置としての制度改正の実施・検討状況（会員数の割合）

0% 20% 40% 60% 80% 100%

教員

職員

制度を改正した 検討中（検討予定） 検討していない 制度改正が不要

31.3% 45.8%

38.0% 53.8%

19.8%
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大学法人
（医歯を除く）

大学法人
（医歯）

短大法人等

教

員

大学法人
（医歯を除く）

大学法人
（医歯）

短大法人等

職

員

グラフ Q5(1)-2 学校法人種別ごとの制度改正の実施・検討状況（会員数の割合）

表 Q5(1) 就業確保措置としての制度改正の実施・検討状況

【 教 員 】

【 職 員 】

0% 20% 40% 60% 80% 100%

制度を改正した 検討中（検討予定） 検討していない 制度改正が不要

区分

制度を改正した 16 (3.4%) 1 (2.9%) 1 (1.2%) 18 (3.1%)

検討中（検討予定） 143 (30.6%) 16 (47.1%) 25 (29.4%) 184 (31.3%)

検討していない 210 (44.9%) 15 (44.1%) 44 (51.8%) 269 (45.8%)

制度改正は不要 99 (21.2%) 2 (5.9%) 15 (17.6%) 116 (19.8%)

合 計 468 (100%) 34 (100%) 85 (100%) 587 (100%)

大学法人
（医歯を除く）

大学法人
（医歯） 短大法人等 合 計

区分

制度を改正した 11 (2.4%) 1 (2.9%) 2 (2.4%) 14 (2.4%)

検討中（検討予定） 179 (38.2%) 19 (55.9%) 25 (29.4%) 223 (38.0%)

検討していない 258 (55.1%) 12 (35.3%) 46 (54.1%) 316 (53.8%)

制度改正は不要 20 (4.3%) 2 (5.9%) 12 (14.1%) 34 (5.8%)

合 計 468 (100%) 34 (100%) 85 (100%) 587 (100%)

大学法人
（医歯） 短大法人等 合 計大学法人

（医歯を除く）

30.6% 44.9%

47.1%

29.4%

38.2%

55.9%

29.4%

44.1%

51.8%

55.1%

35.3%

54.1%

21.2%

17.6%
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グラフ Q5(1)-3 定年年齢別の制度改正の実施・検討状況（会員数の割合）

0% 20% 40% 60% 80% 100%

60歳

61~64歳

65歳

66~69歳

70歳以上
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41.1% 46.4%

43.6%

52.7%40.7%
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（定年年齢）
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【 職 員 】

43.6%

32.8% 50.7%

38.7% 54.0%

12.1% 81.8%

51.2% 42.7%

30.2% 60.0%

40.0% 40.0%

100%

20.0%

12.8%
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グラフ Q5(3) 制度改正の検討状況・内容（会員数の割合）

表 Q5(3) 制度改正の検討状況・内容

【 教 員 】

【 職 員 】

0% 20% 40% 60% 80% 100%

定年年齢の引き上げ 継続雇用制度の導入

その他 現時点では方向性が決まっていない

区分

定年年齢の引き上げ 10 (7.0%) 0 (0%) 2 (8.0%) 12 (6.5%)

継続雇用制度の導入 38 (26.6%) 5 (31.3%) 2 (8.0%) 45 (24.5%)

その他 5 (3.5%) 0 (0%) 0 (0%) 5 (2.7%)

方向性が決まっていない 90 (62.9%) 11 (68.8%) 21 (84.0%) 122 (66.3%)

合 計 143 (100%) 16 (100%) 25 (100%) 184 (100%)

合 計大学法人
（医歯を除く）

大学法人
（医歯） 短大法人等

区分

定年年齢の引き上げ 13 (7.3%) 0 (0%) 2 (8.0%) 15 (6.7%)

継続雇用制度の導入 43 (24.0%) 6 (31.6%) 2 (8.0%) 51 (22.9%)

その他 5 (2.8%) 0 (0%) 0 (0%) 5 (2.2%)

方向性が決まっていない 118 (65.9%) 13 (68.4%) 21 (84.0%) 152 (68.2%)

合 計 179 (100%) 19 (100%) 25 (100%) 223 (100%)

合 計大学法人
（医歯を除く）

大学法人
（医歯） 短大法人等

26.6% 62.9%

31.3% 68.8%

84.0%

24.0% 65.9%

31.6% 68.4%

84.0%

大学法人
（医歯を除く）

大学法人
（医歯）

短大法人等

教

員

大学法人
（医歯を除く）

大学法人
（医歯）

短大法人等

職

員
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大学法人
（医歯を除く）

大学法人
（医歯）

短大法人等

教

員

大学法人
（医歯を除く）

大学法人
（医歯）

短大法人等

職

員

Q６ 退職金の支給対象となるために必要な在職期間

退職金の支給対象となるために必要な在職期間は、全体では、教職員ともに「1 年以上」の

回答が 7 割を超えており、教員で 421 会員（71.7%）、職員で 414 会員（70.5%）だった。

次いで多いのは「1 年未満」で、教員で78 会員（13.3%）、職員で80 会員（13.6%）だった。

学校法人種別ごとでは、「大学法人（医歯）」は教職員ともに「3 年以上」が最も多かった。

なお、「その他」の回答には、「退職事由により異なる」などの回答があった。

グラフ Q６-1 退職金の支給対象となるために必要な在職期間（会員数の割合）

グラフ Q６-2 学校法人種別ごとの退職金の支給対象となるために必要な在職期間（会員数の割合）

0% 20% 40% 60% 80% 100%

教員

職員

1年未満 1年以上 2年以上 3年以上 4年以上 その他

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1年未満 1年以上 2年以上 3年以上 4年以上 その他

72.2%

26.5% 38.2%

87.1%

70.7%

26.5% 38.2%

87.1%

71.7%

70.5%

13.3%

13.6%

23.5%

23.5%

16.0%

15.6%
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表 Q６ 退職金の支給対象となるために必要な在職期間

【 教 員 】

【 職 員 】

必要な在職期間

1年未満 73 (15.6%) 2 (5.9%) 3 (3.5%) 78 (13.3%)

1年以上 338 (72.2%) 9 (26.5%) 74 (87.1%) 421 (71.7%)

2年以上 18 (3.8%) 8 (23.5%) 3 (3.5%) 29 (4.9%)

3年以上 23 (4.9%) 13 (38.2%) 2 (2.4%) 38 (6.5%)

4年以上 2 (0.4%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (0.3%)

その他 14 (3.0%) 2 (5.9%) 3 (3.5%) 19 (3.2%)

合 計 468 (100%) 34 (100%) 85 (100%) 587 (100%)

大学法人
（医歯を除く）

大学法人
（医歯） 短大法人等 合 計

必要な在職期間

1年未満 75 (16.0%) 2 (5.9%) 3 (3.5%) 80 (13.6%)

1年以上 331 (70.7%) 9 (26.5%) 74 (87.1%) 414 (70.5%)

2年以上 17 (3.6%) 8 (23.5%) 3 (3.5%) 28 (4.8%)

3年以上 26 (5.6%) 13 (38.2%) 2 (2.4%) 41 (7.0%)

4年以上 3 (0.6%) 0 (0%) 0 (0%) 3 (0.5%)

その他 16 (3.4%) 2 (5.9%) 3 (3.5%) 21 (3.6%)

合 計 468 (100%) 34 (100%) 85 (100%) 587 (100%)

大学法人
（医歯） 短大法人等 合 計大学法人

（医歯を除く）
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大学法人

短大法人等

教

員

大学法人

短大法人等

職

員

Q７ 退職金の算定方法

退職金の算定方法は、教職員ともに「退職金算定基礎額×支給率」が約 8 割であった。

一方、「退職金算定基礎額×支給率＋特別功労金等」と回答した会員が、教員は 79 会員

（13.5%）、職員は 82 会員（14.0%）であった。

また、業績等の評価を反映するものとして、「退職金算定基礎額×支給率＋業績や成果等の

評価に基づく加算金等」と回答した維持会員と、「ポイント制」と回答した会員を合わせると、

教員で 19 会員（3.2%）、職員で 30 会員（5.1%）と、昨年度とほぼ変化はなかった。

なお、「その他」の回答には、「複数の算定方法を設定し、併用している」などの回答があった。

グラフ Q７-1 退職金の算定方法（会員数の割合）

グラフ Q７-2 学校法人種別ごとの退職金の算定方法（会員数の割合）

0% 20% 40% 60% 80% 100%

教員

職員

0% 20% 40% 60% 80% 100%

78.8%

77.9%

80.1%

78.8%

■算定基礎額×支給率 ■算定基礎額×支給率＋特別功労金等

■算定基礎額×支給率＋業績や成果等の評価に基づく加算金等 ■ポイント制 ■その他

79.9%

78.0%

13.5%

14.0%

13.9%

10.6%

14.5%

10.6%

■算定基礎額×支給率 ■算定基礎額×支給率＋特別功労金等

■算定基礎額×支給率＋業績や成果等の評価に基づく加算金等 ■ポイント制 ■その他
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表 Q７ 退職金の算定方法

【 教 員 】

【 職 員 】

退職金の算定方法

算定基礎額×支給率 402 (80.1%) 67 (78.8%) 469 (79.9%)

算定基礎額×支給率+特別功労金等 70 (13.9%) 9 (10.6%) 79 (13.5%)

算定基礎額×支給率+業績や成果等の評価に基づく加算金等 7 (1.4%) 3 (3.5%) 10 (1.7%)

ポイント制 8 (1.6%) 1 (1.2%) 9 (1.5%)

その他 15 (3.0%) 5 (5.9%) 20 (3.4%)

合 計 502 (100%) 85 (100%) 587 (100%)

大学法人 短大法人等 合 計

退職金の算定方法

算定基礎額×支給率 391 (77.9%) 67 (78.8%) 458 (78.0%)

算定基礎額×支給率+特別功労金等 73 (14.5%) 9 (10.6%) 82 (14.0%)

算定基礎額×支給率+業績や成果等の評価に基づく加算金等 6 (1.2%) 3 (3.5%) 9 (1.5%)

ポイント制 20 (4.0%) 1 (1.2%) 21 (3.6%)

その他 12 (2.4%) 5 (5.9%) 17 (2.9%)

合 計 502 (100%) 85 (100%) 587 (100%)

合 計大学法人 短大法人等
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Q８ 退職金の算定基礎額（Q7 において「ポイント制」と回答した会員を除く）

退職金算定基礎の俸給の月額は、教職員ともに「退職時の俸給（本俸）」とする会員が最も

多く、教員で 444 会員（76.8%）、職員で 418 会員（73.9%）だった。次いで多いのが

「本俸に諸手当を加える」とする会員で、教員で 77 会員（13.3%）、職員で 81 会員（14.3%）

だった。今年度新たに選択肢に加えた「別テーブル方式」とする会員は教員で 4 会員（0.7%）、

職員で 9 会員（1.6%）であった。

なお、「その他」の回答には、「在職中の最高俸給月額」、「退職時に適用されている退職金

財団の標準俸給月額」などの回答があった。

グラフ Q８-1 退職金の算定基礎額（会員数の割合）

グラフ Q８-2 学校法人種別ごとの退職金の算定基礎額（会員数の割合）

0% 20% 40% 60% 80% 100%

教員

職員

0% 20% 40% 60% 80% 100%

78.6%

73.7%

76.5%

75.0%

15.5%

17.9%

13.0%

13.7%

■退職時の俸給（本俸） ■本俸に調整係数を乗ずるなどにより調整する（諸手当以外） ■本俸に諸手当を加える

■過去（全在職期間又は在職期間のうち一定の期間）の俸給等の平均 ■別テーブル方式 ■その他

76.8%

73.9%

13.3%

14.3%

大学法人

短大法人等

職

員

大学法人

短大法人等

教

員

■退職時の俸給（本俸） ■本俸に調整係数を乗ずるなどにより調整する（諸手当以外） ■本俸に諸手当を加える

■過去（全在職期間又は在職期間のうち一定の期間）の俸給等の平均 ■別テーブル方式 ■その他
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表 Q８ 退職金の算定基礎額

【 教 員 】

【 職 員 】

退職金の算定基礎額

退職時の俸給（本俸） 378 (76.5%) 66 (78.6%) 444 (76.8%)

本俸に調整係数を乗ずるなどにより調整する（手当以外） 15 (3.0%) 2 (2.4%) 17 (2.9%)

本俸に諸手当を加える 64 (13.0%) 13 (15.5%) 77 (13.3%)

過去（全在職期間又は在職期間のうち一定の期間）の
俸給等の平均 8 (1.6%) 3 (3.6%) 11 (1.9%)

別テーブル方式 4 (0.8%) 0 (0%) 4 (0.7%)

その他 25 (5.1%) 0 (0%) 25 (4.3%)

合 計 494 (100%) 84 (100%) 578 (100%)

大学法人 短大法人等 合 計

退職金の算定基礎額

退職時の俸給（本俸） 355 (73.7%) 63 (75.0%) 418 (73.9%)

本俸に調整係数を乗ずるなどにより調整する（手当以外） 18 (3.7%) 2 (2.4%) 20 (3.5%)

本俸に諸手当を加える 66 (13.7%) 15 (17.9%) 81 (14.3%)

過去（全在職期間又は在職期間のうち一定の期間）の
俸給等の平均 9 (1.9%) 3 (3.6%) 12 (2.1%)

別テーブル方式 9 (1.9%) 0 (0%) 9 (1.6%)

その他 25 (5.2%) 1 (1.2%) 26 (4.6%)

合 計 482 (100%) 84 (100%) 566 (100%)

合 計大学法人 短大法人等
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Q９ 退職金の支給率の基準（Q7 において「ポイント制」と回答した会員を除く）

退職金の計算に使用する支給率は何を基準として定めているかについて、教職員ともに

「独自の支給率」とした会員が約半数となり、教員では 279 会員（48.3%）、職員では

276 会員（48.8%）だった。

学校法人種別ごとに見ると、大学法人では「独自の支給率」とする会員が多く、短大法人

等では「当財団の基準交付率又は現行の国家公務員の支給率を準用」とする会員が多かった。

なお、「その他」では「過去の国家公務員（又は地方公務員）の支給率を準用」などの

回答があった。

グラフ Q９-1 退職金の支給率の基準（会員数の割合）

グラフ Q９-2 学校法人種別ごとの退職金の支給率の基準（会員数の割合）

0% 20% 40% 60% 80% 100%

教員

職員

0% 20% 40% 60% 80% 100%

84.8%

52.4%

20.2%

84.4%

20.6% 51.4%

16.7%19.0%

19.8% 20.2% 52.0%

50.0% 19.0% 17.9%

■当財団の基準交付率又は現在の国家公務員の支給率を準用 ■当財団の従前交付率又は特例交付率を準用

■現在の地方公務員の支給率を準用 ■独自の支給率 ■その他

24.0% 19.6% 48.3%

23.5% 19.3% 48.8%

大学法人
（医歯を除く）

大学法人
（医歯）

短大法人等

教

員

大学法人
（医歯を除く）

大学法人
（医歯）

短大法人等

職

員

■当財団の基準交付率又は現在の国家公務員の支給率を準用 ■当財団の従前交付率又は特例交付率を準用

■現在の地方公務員の支給率を準用 ■独自の支給率 ■その他
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表 Q９ 退職金の支給率の基準

【 教 員 】

【 職 員 】

退職金の支給率の基準

当財団の基準交付率又は
現在の国家公務員の支給率を準用 93 (20.2%) 2 (6.1%) 44 (52.4%) 139 (24.0%)

当財団の従前交付率又は
特例交付率を準用 95 (20.6%) 2 (6.1%) 16 (19.0%) 113 (19.6%)

現在の地方公務員の支給率を準用 4 (0.9%) 0 (0%) 2 (2.4%) 6 (1.0%)

独自の支給率 237 (51.4%) 28 (84.8%) 14 (16.7%) 279 (48.3%)

その他 32 (6.9%) 1 (3.0%) 8 (9.5%) 41 (7.1%)

合 計 461 (100%) 33 (100%) 84 (100%) 578 (100%)

大学法人
（医歯を除く）

大学法人
（医歯） 短大法人等 合 計

退職金の支給率の基準

当財団の基準交付率又は
現在の国家公務員の支給率を準用 89 (19.8%) 2 (6.3%) 42 (50.0%) 133 (23.5%)

当財団の従前交付率又は
特例交付率を準用 91 (20.2%) 2 (6.3%) 16 (19.0%) 109 (19.3%)

現在の地方公務員の支給率を準用 5 (1.1%) 0 (0%) 2 (2.4%) 7 (1.2%)

独自の支給率 234 (52.0%) 27 (84.4%) 15 (17.9%) 276 (48.8%)

その他 31 (6.9%) 1 (3.1%) 9 (10.7%) 41 (7.2%)

合 計 450 (100%) 32 (100%) 84 (100%) 566 (100%)

大学法人
（医歯） 短大法人等 合 計大学法人

（医歯を除く）
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Q10（1） 給与（本俸）の見直し状況

昨今の民間企業・公務員等の賃上げの流れを受け、給与や初任給の見直しの実施又は検討

状況を伺った。

給与のベースアップの実施又は検討状況については、「実施した・検討している」との回

答が教員では 231 会員（39.4%）、職員では 258 会員（44.0%）で教職員ともに約 4 割

であった。

ベースアップを「実施した・検討している」と回答した会員のうち、「令和 5 年度にベー

スアップを実施した」会員は教員では 126 会員（大学法人 110 会員・短大法人等 16 会

員）、職員では 133 会員（大学法人 117 会員・短大法人 16 会員）であった。

「令和 6 年度にベースアップした、または検討している」会員は教員では 144 会員（大

学法人 129 会員・短大法人等 15 会員）、職員では 162 会員（大学法人 145 会員・短大法

人等 17 会員）であった。

「令和 7 年度以降のベースアップを検討している」会員は教員で 65 会員（大学法人 58

会員・短大法人等 7 会員）、職員で 73 会員（大学法人 65 会員・短大法人等 8 会員）であ

った。

0% 20% 40% 60% 80% 100%

教員

職員

ベースアップを実施した、検討している ベースアップは実施していない

グラフ Q10(1)-1 給与の見直し状況

44.0%

39.4% 60.6%

56.0%
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グラフ Q10(1)-2 給与の見直し状況（大学法人）（回答数、複数回答あり）

グラフ Q10(1)-3 給与の見直し状況（短大法人等）（回答数、複数回答あり）
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129
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117

145

65

0 40 80 120 160

令和5年度にベースアップした

令和6年度にベースアップした

または検討している

令和7年度以降の

ベースアップを検討している

教員 職員

※教員：204会員 職員：230会員 の回答

16

15

7

16
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8
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令和5年度にベースアップした

令和6年度にベースアップした

または検討している

令和7年度以降の

ベースアップを検討している

教員 職員

※教員：27会員 職員：28会員 の回答
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表 Q10(1) 給与の見直し状況

【 教 員 】

【 職 員 】

区 分

ベースアップを実施した、
または検討している 204 (40.6%) 27 (31.8%) 231 (39.4%)

ベースアップは実施していない 298 (59.4%) 58 (68.2%) 356 (60.6%)

合 計 502 (100%) 85 (100%) 587 (100%)

大学法人 短大法人等 合 計

区 分

ベースアップを実施した、
または検討している 230 (45.8%) 28 (32.9%) 258 (44.0%)

ベースアップは実施していない 272 (54.2%) 57 (67.1%) 329 (56.0%)

合 計 502 (100%) 85 (100%) 587 (100%)

大学法人 短大法人等 合 計
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Q10（2） 初任給の見直し状況

初任給の引き上げ状況については、「引き上げた・検討している」との回答が、教員は 193

会員（32.9%）、職員では 251 会員（42.8%）だった。

初任給の引き上げを「引き上げた・検討している」と回答した会員のうち、「令和 5 年度

に引き上げた」会員は教員では 87 会員（大学法人 77 会員・短大法人等 10 会員）、職員で

は 97 会員（大学法人 86 会員・短大法人等 11 会員）であった。

「令和 6 年度に引き上げた、または検討している」会員は教員では 109 会員（大学法人

98 会員・短大法人等 11 会員）、職員では 144 会員（大学法人 130 会員・短大法人等 14

会員）であった。

「令和 7 年度以降の引き上げを検討している」会員は教員で 60 会員（大学法人 54 会

員・短大法人等 6 会員）、職員で 82 会員（大学法人 75 会員・短大法人等 7 会員）であっ

た。

0% 20% 40% 60% 80% 100%

教員

職員

引き上げを実施した、検討している 引き上げを実施していない

グラフ Q10(2)-1 初任給の見直し状況
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グラフ Q10(2)-2 初任給の見直し状況（大学法人）（回答数、複数回答あり）

グラフ Q10(2)-3 初任給の見直し状況（短大法人等）（回答数、複数回答あり）
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表 Q10(2) 初任給の見直し状況

【 教 員 】

【 職 員 】

区 分

引き上げた、または検討している 172 (34.3%) 21 (24.7%) 193 (32.9%)

引き上げは実施していない 330 (65.7%) 64 (75.3%) 394 (67.1%)

合 計 502 (100%) 85 (100%) 587 (100%)

大学法人 短大法人等 合 計

区 分

引き上げた、または検討している 227 (45.2%) 24 (28.2%) 251 (42.8%)

引き上げは実施していない 275 (54.8%) 61 (71.8%) 336 (57.2%)

合 計 502 (100%) 85 (100%) 587 (100%)

大学法人 短大法人等 合 計
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Q11（１）教員の任期制の導入状況・（３）任期制の導入の予定又は検討状況

任期制の導入状況について、教員に限定して調査を行った。

教員の任期制について、「導入している」とした会員は、439 会員（74.8%）だった。

また、現在は導入していないが、「導入を予定している」とした会員は 1 会員（0.2%）で

あり、「導入を検討している」とした会員は 13 会員（2.2%）だった。「導入を検討してい

ない」とした会員は 134 会員（22.8%）だった。

グラフ Q11(1)・(3) 教員の任期制の導入状況等（会員数の割合）

0% 20% 40% 60% 80% 100%

導入している
74.8%
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表 Q11(1)・(3)-1 任期制の導入状況等

表 Q11(1)・(3)-2 学校法人種別ごとの任期制の導入状況等

439 (74.8%) 454 (76.0%)

148 (25.2%) 143 (24.0%)

導入予定 1 (0.2%) 2 (0.3%)

検討中 13 (2.2%) 11 (1.8%)

検討していない 134 (22.8%) 130 (21.8%)

587 (100%) 597 (100%)

導入していない

令和6(2024)年度 令和元(2019)年度

合計

導入している

任期制の導入状況等
教 員

367 (78.4%) 34 (100%) 38 (44.7%)

101 (21.6%) 0 (0%) 47 (55.3%)

導入予定 1 (0.2%) 0 (0%) 0 (0%)

検討中 9 (1.9%) 0 (0%) 4 (4.7%)

検討していない 91 (19.4%) 0 (0%) 43 (50.6%)

468 (100%) 34 (100%) 85 (100%)

大学法人
（医歯） 短大法人等

導入している

導入していない

合計

任期制の導入状況等 大学法人
（医歯を除く）

42



Q11（２）任期制の具体的な内容

Q11（1）において「任期制を導入している」と回答した 439 会員に、職名別の任期制

の詳細を伺った。任期制の「適用範囲」は、教授、准教授、講師では「一部」との回答が

最も多く、助教と助手では「全部」の回答が最も多かった。

「任期の期間」は、教授、准教授、講師、助教では「複数設定」とする回答が最も多く、

助手は「3 年」の回答が最も多かった。

「更新分を含めた任期制雇用最長期間」では「5 年以内」の回答が多かった。

「給与形態」は、「他の教員と同じ給与表等を適用」とする回答が多かった。
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教授

准教授

講師

助教

助手

全部 一部 適用なし
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准教授

講師

助教

助手

全部 一部 適用なし

30.2% 53.4%

53.6%

49.1%

38.4%

22.7% 32.7%

31.4%

33.4%

51.4%

44.6%

47.4% 39.5%

50.0%

50.0%

42.1%

42.1%

36.8%

39.5%

31.6%

18.4% 39.5%

26.3%

【 短大法人等 】

【 大学法人 】

グラフ Q11(2)(A) 任期制の適用範囲（会員数の割合）
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15.0%
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13.2%
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表 Q11(2)(A) 職名別任期制の適用範囲

全部 121 (30.2%) 18 (47.4%) 139 (31.7%) 127 (28.0%)

一部 214 (53.4%) 15 (39.5%) 229 (52.2%) 269 (59.3%)

適用なし 66 (16.5%) 5 (13.2%) 71 (16.2%) 58 (12.8%)

合計 401 (100%) 38 (100%) 439 (100%) 454 (100%)

全部 126 (31.4%) 19 (50.0%) 145 (33.0%) 131 (28.9%)

一部 215 (53.6%) 14 (36.8%) 229 (52.2%) 259 (57.0%)

適用なし 60 (15.0%) 5 (13.2%) 65 (14.8%) 64 (14.1%)

合計 401 (100%) 38 (100%) 439 (100%) 454 (100%)

全部 134 (33.4%) 19 (50.0%) 153 (34.9%) 136 (30.0%)

一部 197 (49.1%) 15 (39.5%) 212 (48.3%) 248 (54.6%)

適用なし 70 (17.5%) 4 (10.5%) 74 (16.9%) 70 (15.4%)

合計 401 (100%) 38 (100%) 439 (100%) 454 (100%)

全部 206 (51.4%) 16 (42.1%) 222 (50.6%) 207 (45.6%)

一部 154 (38.4%) 12 (31.6%) 166 (37.8%) 197 (43.4%)

適用なし 41 (10.2%) 10 (26.3%) 51 (11.6%) 50 (11.0%)

合計 401 (100%) 38 (100%) 439 (100%) 454 (100%)

全部 179 (44.6%) 16 (42.1%) 195 (44.4%) 173 (38.1%)

一部 91 (22.7%) 7 (18.4%) 98 (22.3%) 125 (27.5%)

適用なし 131 (32.7%) 15 (39.5%) 146 (33.3%) 156 (34.4%)

合計 401 (100%) 38 (100%) 439 (100%) 454 (100%)

区分 短大法人等 合計 合計

教授

令和6(2024)年度 令和元(2019)度

助教

助手

准教授

講師

大学法人
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グラフ Q11(2)(B) 任期の期間（会員数の割合）
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表 Q11(2)(B) 任期の期間

1年 59 (17.6%) 10 (30.3%) 69 (18.8%) 74 (18.7%)

2年 7 (2.1%) 3 (9.1%) 10 (2.7%) 12 (3.0%)

3年 58 (17.3%) 9 (27.3%) 67 (18.2%) 57 (14.4%)

4年 14 (4.2%) 0 (0%) 14 (3.8%) 15 (3.8%)

5年 52 (15.5%) 2 (6.1%) 54 (14.7%) 58 (14.6%)

5年を超える 9 (2.7%) 1 (3.0%) 10 (2.7%) 7 (1.8%)

複数設定 136 (40.6%) 8 (24.2%) 144 (39.1%) 173 (43.7%)

合計 335 (100%) 33 (100%) 368 (100%) 396 (100%)

1年 53 (15.5%) 10 (30.3%) 63 (16.8%) 71 (18.2%)

2年 6 (1.8%) 3 (9.1%) 9 (2.4%) 11 (2.8%)

3年 76 (22.3%) 10 (30.3%) 86 (23.0%) 67 (17.2%)

4年 16 (4.7%) 0 (0%) 16 (4.3%) 16 (4.1%)

5年 60 (17.6%) 2 (6.1%) 62 (16.6%) 67 (17.2%)

5年を超える 3 (0.9%) 1 (3.0%) 4 (1.1%) 1 (0.3%)

複数設定 127 (37.2%) 7 (21.2%) 134 (35.8%) 157 (40.3%)

合計 341 (100%) 33 (100%) 374 (100%) 390 (100%)

准教授

合計

教授

区分
令和6(2024)年度 令和元(2019)年度

大学法人 短大法人等 合計
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前ページからの続き

1年 50 (15.1%) 9 (26.5%) 59 (16.2%) 71 (18.5%)

2年 7 (2.1%) 3 (8.8%) 10 (2.7%) 13 (3.4%)

3年 78 (23.6%) 10 (29.4%) 88 (24.1%) 67 (17.4%)

4年 17 (5.1%) 0 (0%) 17 (4.7%) 15 (3.9%)

5年 48 (14.5%) 3 (8.8%) 51 (14.0%) 60 (15.6%)

5年を超える 4 (1.2%) 1 (2.9%) 5 (1.4%) 1 (0.3%)

複数設定 127 (38.4%) 8 (23.5%) 135 (37.0%) 157 (40.9%)

合計 331 (100%) 34 (100%) 365 (100%) 384 (100%)

1年 43 (11.9%) 8 (28.6%) 51 (13.1%) 60 (14.9%)

2年 10 (2.8%) 2 (7.1%) 12 (3.1%) 14 (3.5%)

3年 107 (29.7%) 9 (32.1%) 116 (29.9%) 93 (23.0%)

4年 12 (3.3%) 0 (0%) 12 (3.1%) 13 (3.2%)

5年 56 (15.6%) 2 (7.1%) 58 (14.9%) 65 (16.1%)

5年を超える 5 (1.4%) 0 (0%) 5 (1.3%) 3 (0.7%)

複数設定 127 (35.3%) 7 (25.0%) 134 (34.5%) 156 (38.6%)

合計 360 (100%) 28 (100%) 388 (100%) 404 (100%)

助教

大学法人 短大法人等 合計 合計

講師

区分
令和6(2024)年度 令和元(2019)年度
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前ページからの続き

1年 56 (20.7%) 6 (26.1%) 62 (21.2%) 61 (20.5%)

2年 14 (5.2%) 3 (13.0%) 17 (5.8%) 17 (5.7%)

3年 86 (31.9%) 5 (21.7%) 91 (31.1%) 73 (24.5%)

4年 5 (1.9%) 0 (0%) 5 (1.7%) 7 (2.3%)

5年 32 (11.9%) 4 (17.4%) 36 (12.3%) 35 (11.7%)

5年を超える 2 (0.7%) 0 (0%) 2 (0.7%) 1 (0.3%)

複数設定 75 (27.8%) 5 (21.7%) 80 (27.3%) 104 (34.9%)

合計 270 (100%) 23 (100%) 293 (100%) 298 (100%)

助手

区分
令和6(2024)年度 令和元(2019)年度

大学法人 短大法人等 合計 合計
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グラフ Q11(2)(C) 更新分を含めた任期制雇用の最長期間（会員数の割合）
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表 Q11(2)(C) 更新分を含めた任期制雇用の最長期間

5年以内 148 (44.2%) 17 (51.5%) 165 (44.8%) 186 (47.0%)

5年超
10年以内 108 (32.2%) 12 (36.4%) 120 (32.6%) 126 (31.8%)

10年超 79 (23.6%) 4 (12.1%) 83 (22.6%) 84 (21.2%)

合計 335 (100%) 33 (100%) 368 (100%) 396 (100%)

5年以内 157 (46.0%) 17 (51.5%) 174 (46.5%) 185 (47.4%)

5年超
10年以内 112 (32.8%) 12 (36.4%) 124 (33.2%) 125 (32.1%)

10年超 72 (21.1%) 4 (12.1%) 76 (20.3%) 80 (20.5%)

合計 341 (100%) 33 (100%) 374 (100%) 390 (100%)

5年以内 154 (46.5%) 18 (52.9%) 172 (47.1%) 184 (47.9%)

5年超
10年以内 104 (31.4%) 12 (35.3%) 116 (31.8%) 122 (31.8%)

10年超 73 (22.1%) 4 (11.8%) 77 (21.1%) 78 (20.3%)

合計 331 (100%) 34 (100%) 365 (100%) 384 (100%)

5年以内 194 (53.9%) 17 (60.7%) 211 (54.4%) 218 (54.0%)

5年超
10年以内 112 (31.1%) 8 (28.6%) 120 (30.9%) 114 (28.2%)

10年超 54 (15.0%) 3 (10.7%) 57 (14.7%) 72 (17.8%)

合計 360 (100%) 28 (100%) 388 (100%) 404 (100%)

5年以内 161 (59.6%) 14 (60.9%) 175 (59.7%) 176 (59.1%)

5年超
10年以内 63 (23.3%) 6 (26.1%) 69 (23.5%) 74 (24.8%)

10年超 46 (17.0%) 3 (13.0%) 49 (16.7%) 48 (16.1%)

合計 270 (100%) 23 (100%) 293 (100%) 298 (100%)

区分
令和6(2024)年度 令和元(2019)年度

大学法人 短大法人等 合計 合計

教授

准教授

講師

助教

助手
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グラフ Q11(2)(D) 任期制適用教員の給与形態（会員数の割合）
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表 Q11(2)(D) 任期制適用教員の給与形態

他の教員と同じ給与表等を適用 147 (43.9%) 15 (45.5%) 162 (44.0%) 159 (40.2%)

任期制独自の給与表等を適用 56 (16.7%) 7 (21.2%) 63 (17.1%) 76 (19.2%)

年俸制を適用 59 (17.6%) 6 (18.2%) 65 (17.7%) 74 (18.7%)

個人ごとにいずれか 73 (21.8%) 5 (15.2%) 78 (21.2%) 87 (22.0%)

合計 335 (100%) 33 (100%) 368 (100%) 396 (100%)

他の教員と同じ給与表等を適用 166 (48.7%) 17 (51.5%) 183 (48.9%) 169 (43.3%)

任期制独自の給与表等を適用 56 (16.4%) 6 (18.2%) 62 (16.6%) 73 (18.7%)

年俸制を適用 54 (15.8%) 5 (15.2%) 59 (15.8%) 67 (17.2%)

個人ごとにいずれか 65 (19.1%) 5 (15.2%) 70 (18.7%) 81 (20.8%)

合計 341 (100%) 33 (100%) 374 (100%) 390 (100%)

他の教員と同じ給与表等を適用 160 (48.3%) 18 (52.9%) 178 (48.8%) 167 (43.5%)

任期制独自の給与表等を適用 58 (17.5%) 6 (17.6%) 64 (17.5%) 70 (18.2%)

年俸制を適用 47 (14.2%) 5 (14.7%) 52 (14.2%) 66 (17.2%)

個人ごとにいずれか 66 (19.9%) 5 (14.7%) 71 (19.5%) 81 (21.1%)

合計 331 (100%) 34 (100%) 365 (100%) 384 (100%)

他の教員と同じ給与表等を適用 205 (56.9%) 15 (53.6%) 220 (56.7%) 214 (53.0%)

任期制独自の給与表等を適用 50 (13.9%) 5 (17.9%) 55 (14.2%) 67 (16.6%)

年俸制を適用 49 (13.6%) 4 (14.3%) 53 (13.7%) 58 (14.4%)

個人ごとにいずれか 56 (15.6%) 4 (14.3%) 60 (15.5%) 65 (16.1%)

合計 360 (100%) 28 (100%) 388 (100%) 404 (100%)

他の教員と同じ給与表等を適用 151 (55.9%) 12 (52.2%) 163 (55.6%) 150 (50.3%)

任期制独自の給与表等を適用 45 (16.7%) 6 (26.1%) 51 (17.4%) 58 (19.5%)

年俸制を適用 41 (15.2%) 3 (13.0%) 44 (15.0%) 46 (15.4%)

個人ごとにいずれか 33 (12.2%) 2 (8.7%) 35 (11.9%) 44 (14.8%)

合計 270 (100%) 23 (100%) 293 (100%) 298 (100%)

区分
令和6(2024)年度 令和元(2019)年度

大学法人 短大法人等 合計 合計

教授

准教授

講師

助教

助手
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Q12（１）教員の年俸制の導入状況・（４）年俸制の導入の予定又は検討状況

年俸制の導入について、教員に限定して調査を行った。

教員の年俸制について、「導入している」とした会員は、195 会員（33.2%）で、令和元

年度より 7 会員増加した。

現在は導入していないとした 392 会員のうち、年俸制を「検討中」と回答した会員は

18 会員（3.1%）で、374 会員（63.7%）は「検討していない」との回答だった。

なお、年俸制を「導入予定」とした会員はいなかった。

グラフ Q12(1)・(4) 年俸制の導入状況等（会員数の割合）
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表 Q12(1)・(4)-1 年俸制の導入状況等

表 Q12(1)・(4)-2 学校法人種別ごとの年俸制の導入状況等

195 (33.2%) 188 (31.5%)

392 (66.8%) 409 (68.5%)

導入予定 0 (0%) 2 (0.3%)

検討中 18 (3.1%) 26 (4.4%)

検討していない 374 (63.7%) 381 (63.8%)

587 (100%) 597 (100%)合計

導入している

導入していない

令和6(2024)年度 令和元(2019)年度年俸制の導入状況等
教 員

166 (35.5%) 12 (35.3%) 17 (20.0%)

302 (64.5%) 22 (64.7%) 68 (80.0%)

導入予定 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)

検討中 12 (2.6%) 2 (5.9%) 4 (4.7%)

検討していない 290 (62.0%) 20 (58.8%) 64 (75.3%)

468 (100%) 34 (100%) 85 (100%)合計

導入している

導入していない

年俸制の導入状況等 大学法人
（医歯を除く）

大学法人
（医歯） 短大法人等
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Q12（２） 年俸制適用者の有無

Q12（1）において「年俸制を導入している」と回答した 195 会員について、令和 6 年

5 月 1 日現在の教員の年俸制適用者の有無を伺ったところ、「適用者がいる」と回答が

あったのは、教授では 172 会員（88.2%）、准教授では 117 会員（60.0%）、講師では

108 会員（55.4%）、助教では 84 会員（43.1%）、助手では 49 会員（25.1%）であった。

グラフ Q12(2) 年俸制適用者の有無（会員数の割合）

0% 20% 40% 60% 80% 100%

教授

准教授

講師

助教

助手

適用者がいる 適用者はいない

0% 20% 40% 60% 80% 100%

教授

准教授

講師

助教

助手

適用者がいる 適用者はいない

89.9%

59.6%

55.6%

43.8%

25.3%

40.4%

44.4%

56.2%

74.7%

70.6%

64.7%

52.9%

35.3%

35.3%

47.1%

64.7%

76.5%

【 短大法人等 】

【 大学法人 】

10.1%

29.4%

23.5%
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表 Q12(2) 年俸制適用者の有無

適用者がいる 160 (89.9%) 12 (70.6%) 172 (88.2%) 175 (93.1%)

適用者はいない 18 (10.1%) 5 (29.4%) 23 (11.8%) 13 (6.9%)

合計 178 (100%) 17 (100%) 195 (100%) 188 (100%)

適用者がいる 106 (59.6%) 11 (64.7%) 117 (60.0%) 115 (61.2%)

適用者はいない 72 (40.4%) 6 (35.3%) 78 (40.0%) 73 (38.8%)

合計 178 (100%) 17 (100%) 195 (100%) 188 (100%)

適用者がいる 99 (55.6%) 9 (52.9%) 108 (55.4%) 106 (56.4%)

適用者はいない 79 (44.4%) 8 (47.1%) 87 (44.6%) 82 (43.6%)

合計 178 (100%) 17 (100%) 195 (100%) 188 (100%)

適用者がいる 78 (43.8%) 6 (35.3%) 84 (43.1%) 69 (36.7%)

適用者はいない 100 (56.2%) 11 (64.7%) 111 (56.9%) 119 (63.3%)

合計 178 (100%) 17 (100%) 195 (100%) 188 (100%)

適用者がいる 45 (25.3%) 4 (23.5%) 49 (25.1%) 47 (25.0%)

適用者はいない 133 (74.7%) 13 (76.5%) 146 (74.9%) 141 (75.0%)

合計 178 (100%) 17 (100%) 195 (100%) 188 (100%)

教授

准教授

講師

助教

助手

区分
令和6(2024)年度 令和元(2019)年度

大学法人 短大法人等 合計 合計
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Q12（３） 年俸制の適用となる要件等

Q12（1）において「年俸制を導入している」と回答した 195 会員について、年俸制の

適用となる要件について伺ったところ、「業績等が顕著であることなどにより雇用した者」が

61 会員、「一定年齢以上の者」が 44 会員、「特定の組織・部署等に所属」が 28 会員であった。

「その他」の回答も 82 会員からあり、その内容としては、「特任教授などの特定の職種

（46 会員）」や、「教職員個人ごとに決定（15 会員）」との回答が多かった。

グラフ Q12(3) 年俸制の適用となる要件等（回答数、複数回答あり）

「その他」の主な内容内訳（回答数）

・特任教授など、特定の職種（46）

・教職員個人ごとに決定（15）

・任期制教員（12）

・全教職員（9）

44

15

61

28

5

82

0 20 40 60 80 100

一定年齢以上

特定の期日以降に雇用

業績等が顕著であることなどにより雇用

特定の組織・部署等に所属

外国人

その他
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